
 

 

令 和 ７ 年 度 

長野県国民健康保険団体連合会 

定 例 理 事 会 議 事 録 

 

 

 

   1 日 時 

 

   令和７年 11 月 18 日(火) 

午後３時から 

 

 

   ２ 場 所 

 

   長野市西長野加茂北 

          長野県自治会館 １階会議室 

 

 

   ３ 出 席 者 

    理 事 １６名 

       監 事  １名 

  （別紙参照） 

 

 

 

 

 

 



   ４ 議 題 

 

     議決事項 

議案第１号 令和８年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本 

方針（案）について 

 

 

     協議事項 

            令和７年度前半事業の実施状況と後半事業の実施計画 

 

 

   ５ 議 事 内 容 

 

 

開   会     午後２時 57 分 

 

 

    開 会 事務局 

 

    理事長あいさつ 理事長 

                別紙のとおり 

 

    定 足 数 報 告 事務局 

 本会規約第 32 条による定足数を報告いたします。 

現員理事数     16 名 

出席理事数     ７ 名 

書面表決理事数  ９ 名（規約第 35 条） 

代理出席者数   ６ 名 

   

従いまして、本日の理事会は成立いたしました。 

 

    議 長 選 任 事務局 

 続いて議長の選任でございますが、理事会の議長は、

本会規約第 41 条の規定により、理事長が議事を主宰

することとなっておりますので、理事長にお願いいた

します。 

 



議  長 

規約の規定によりまして、しばらくの間、議長を務めさせていただきますので、ご協

力をお願いいたします。 

議事に先立ちまして、議事録の署名人を、慣例に従いまして議長からご指名を申し上

げます｡ 

 

東 御 市 長     花岡 利夫 様  

長野県国保直診医師会長     伊藤 一人 様 

 

のお二人にお願いをいたします。 

 

議  長 

それでは、これより議事に入ります。 

本日ご審議いただく案件は、議決事項１件、協議事項１件であります。 

なお、本日は、冒頭申し上げましたとおり、役員改選後、はじめての理事会であり

ますので、最初に事務局から国保連合会の概況を説明し、あわせまして、関連する項

目であります、協議事項「令和７年度 前半事業の実施状況と後半事業の実施計画につ

いて」を説明いただき、議決事項につきましては、その後、ご審議いただくこととし

ますので、よろしくお願いします。 

それでは、国保連合会の概況及び、本冊４頁、協議事項「令和７年度 前半事業の

実施状況と後半事業の実施計画について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局 

国保連合会事業概況 

令和７度前半事業の実施状況と後半事業の実施計画について 

 

       ＜説明＞ 事務局  

 令和７年度事業概要、議案書 Ｐ４～Ｐ65 のとおり 

 

議  長 

只今の説明に対し、ご質疑、ご意見等がございましたらご発言をお願いいたします。 

 

＜発言なし＞ 

 

議  長 

特にないようですので、続いて議決事項に入ります。 

本冊の 1 頁、議案第 1 号「令和８年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本方

針（案）」について事務局から説明願います。 



 

事 務 局 

 

議案第１号 令和８年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本方針（案）に

ついて 

 

≪ 説  明 ≫ 事務局 議案書 １頁～３頁のとおり 

 

議  長 

 只今の説明に対しまして、ご質疑、ご意見等ございましたらご発言をお願いいたしま

す。 

 

＜発言なし＞ 

 

議  長 

 特にご意見がございませんので、原案どおりご承認いただくこととしてよろしいでし

ょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

議  長 

 ご異議ないものと認め、議案第１号「令和８年度長野県国保連合会予算編成基本方針

（案）」について、原案どおり決定することといたします。 

  

 

議  長 

以上をもちまして、本日予定しておりました議決事項、協議事項は全て終了しまし

た。 

理事の皆様から何かございますでしょうか。 

 

＜発言なし＞ 

 

議  長 

 そのほか、事務局から何かありますでしょうか。 

 

事 務 局 

 その他 

≪ 説  明 ≫ 事務局  



職員の給与の支給に関する規則の一部改正について 

国保連理事会等諸会議ペーパーレス化対応について 

  

 

議  長 

長時間にわたりご審議いただき誠にありがとうございました。それでは、以上をもち

まして、本日の理事会すべてを終了といたします。ご協力ありがとうございました。 

 

 

閉   会     午後４時 01 分 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

理事長招集あいさつ 

 

本日は定例理事会を開催いたしましたところ、理事・監事の皆様方には公務ご多用

の中、ご出席いただきまして厚くお礼申し上げます。また、日頃より国民健康保険事

業の運営にあたりましては、多大なご尽力をいただいておりますとともに、本会事業

運営につきましても、格別のご理解、ご協力をいただきまして重ねてお礼を申し上げ

ます。 

さて、国保を取り巻く最近の情勢等について若干ふれさせていただきます。まず、医

療ＤＸの推進ですが、来月から健康保険証がマイナ保険証を基本とした仕組みに移行し、

マイナ保険証と医療費助成の受給者証等の一体化など、マイナ保険証の利活用シーンの

拡大に取り組むこととされています。そのため、オンライン資格確認等システムの運用

等、マイナンバー制度の運営に携わる本会としましては、マイナ保険証を利用いただけ

るよう、継続した利用促進を図るとともに、予防接種事務のデジタル化や介護情報基盤

の構築による保険者業務支援についての検討・準備を関係機関と連携して進めてまいり

ます。 

 また、本会の基幹業務であります審査支払業務につきましては、厚生労働省、支払

基金及び国保中央会の三者協議により、将来的にはＡＩの活用も踏まえた審査機能の

拡張について、順次取り組みを進めることとされております。そのため、本会といた

しましては、昨年クラウド化した国保総合システムの保守運用費の削減等、引き続き

システム最適化を国保中央会と共に進め、保険者及び被保険者の負担が生じないよう

必要な財源措置を国に強く要望し、審査支払業務の充実・高度化を推進してまいりま

す。 

 その他、保険者の保健事業におけるＩＣＴを活用したエビデンスに基づく効果的な取

り組みの支援が謳われていることから、国保データベースシステム（ＫＤＢ）の操作研

修等による利活用支援をはじめ、保険者が行う疾病予防・重症化予防、健康づくりへの

支援にも取り組んでまいります。  

 さて、本日は、令和８年度予算編成基本方針（案） 並びに令和７年度前半の事業実

施状況と、後半の事業実施計画等について、ご審議いただくこととしております。 

充分ご審議の上、適切なご決定をいただきますようお願いいたしまして、簡単でござい

ますが招集の挨拶とさせていただきます。 

  



定例理事会出席者名簿 

R07.11.18 

役 職 名 氏  名 公 職 名 書面参加 備  考 

理 事 長 染 野 隆 嗣 小 川 村 長   

副 理 事 長 小 泉 俊 博 小 諸 市 長   

副 理 事 長 中 村 義 明 小 谷 村 長   

常 務 理 事 濱 村 圭 一    

理 事 花 岡 利 夫 東 御 市 長   

理 事 宮 坂  徹 下 諏 訪 町 長 ○  

理 事 伊 藤 祐 三 駒 ヶ 根 市 長 ○  

理 事 佐 藤  健 飯 田 市 長 ○ 
こども未来健康部長 

 山﨑 由紀恵 

理 事 村 田 広 司 上 松 町 長   

理 事 百 瀬  敬 塩 尻 市 長 ○ 
市民課長 

 上條 紀子 

理 事 小 林 弘 幸 朝 日 村 長 ○ 
住民福祉課長 

 上條 裕子 

理 事 荻 原 健 司 長 野 市 長 ○ 
国保・高齢者医療課長 

 柄澤 貞久 

理 事 湯 本 隆 英 中 野 市 長 ○ 
くらしと文化部長 

 秋元 正幸 

理 事 若 林  透 
医師国保組合 

理 事 長 
○  

理 事 花 岡 幸 一 
建設国保組合 

理 事 長 
○ 

事務局長 

 小松 邦彦 

理 事 伊 藤 一 人 
長 野 県 国 保 

直診医師会長 
  

監 事 平 澤  岳 山 ノ 内 町 長 ― 
健康福祉課長 

 小林 佳代子 

 

 

 

 

 

 



以下この会議の正確を証するため、ここに署名する。 

 

 

 

議長（理事長） 

 

 

小 川 村 長                     印 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

東 御 市 長                    印 

 

 

 

 

長野県国保直診医師会長                    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


